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第２次岡山県人権教育推進プランの見直しについて（提言）

本委員会は、平成２８年５月２３日、貴職から「第２次岡山県人権教育

推進プランの見直しについて」の依頼を受け、以降、慎重に審議を重ねた

結果、このほど、次のとおり「提言」をとりまとめたので報告します。



（趣旨）

人権とは、「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」

といわれ、性別や年齢、国籍の違い、障害の有無にかかわらず、地球上の

あらゆる人々に普遍的に保障されている基本的な権利です。

日本国憲法においては、人権は、「侵すことのできない永久の権利とし

て、現在及び将来の国民に与えられる。」（第11条）と規定され、個人の尊

重、生命、自由、幸福追求の権利の尊重（第13条）と法の下の平等及び差

別の禁止（第14条）という包括的な規定と、自由権、平等権、社会権など

が具体的な保障規定で示されています。

この日本国憲法が保障する基本的人権が尊重され、平和で豊かな社会を

築いていくことは、国民共通の願いです。

また、人権教育の推進は、国際社会が協力して取り組むべき基本的課題

であり、人権の擁護促進のために、全世界において人権尊重の意識を高め

ていく取組が行われています。

しかし一方で、社会情勢や国際情勢の変化、人々の意識の変化等も反映

して、新たな問題も顕在化するなど、人権問題は多様化、複雑化、深刻化

しており、依然として多くの課題が存在しています。

人権教育は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（第２条）に、

「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」と定義されており、学校

教育だけでなく、家庭教育、社会教育においても積極的に取り組んでいく

ことが重要です。

人権にかかわる諸課題に対しては、即時解決を目指す取組とともに、こ

れらの問題の根源的な解決のために、人権教育を推進し、全ての人々の人

権に関する知的理解の深化と、人権感覚の育成を図り、自分と他者との人

権擁護を実践しようとする意識、意欲や態度を向上させ、そしてその意欲

や態度を実際の行為に結びつける実践力や行動力を育成することが求めら

れます。

そして、そのためには、「乳幼児期」「少年期」「青年期」、高齢期を含む

「成人期」に至るまで、その発達段階やライフサイクルに応じて、不断の

教育活動とすることが大切です。

こうした趣旨により、岡山県人権教育推進委員会は、平成２８年５月に、

岡山県教育委員会教育長から依頼を受けた、「第２次岡山県人権教育推進

プランの見直し」について、人権教育行政上とるべき具体的方策を別添の

とおり提言いたします。
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１ 「第３次岡山県人権教育推進プラン」策定の背景

（１）「第３次岡山県人権教育推進プラン」策定の趣旨
岡山県（以下「県」という。）は、平成13年３月、「共生社会おかやま」の実現

を目指して、人権政策の基本的な方向性を示す「岡山県人権政策推進指針」を策定
しました。その後、平成18年及び平成23年の改訂を経て、平成28年３月には「生命
と尊厳を守る社会」「互いに多様性を認め支え合う社会」「公平な機会を保障する
社会」を目指して「第４次岡山県人権政策推進指針」（以下「第４次指針」という。）
が策定され、国・市町村・関係機関等との連携・協働のもと、諸施策が推進されて
います。
また、岡山県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）では、国や県の状況

を踏まえて、平成19年１月に策定した「岡山県人権教育推進プラン」（以下「プラ
ン」という。）や平成24年３月に策定した「第２次岡山県人権教育推進プラン」（以
下「第２次プラン」という。）及び岡山県教育大綱や岡山県教育振興基本計画に基
づき、総合的な人権教育行政を推進しています。
その結果、人権についての理解が進むとともに、人権教育推進体制が整備される

などの成果が上がってきました。
さらに、「第２次プラン」策定以後、「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」（以下「障害者差別解消法）」という。）、「いじめ防止対策推進法」、「子
どもの貧困対策の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動
の解消に向けた取組の推進に関する法律（いわゆるヘイトスピーチ［※１］解消の
ための法律）」等が制定され、人権に関わる法的整備が進んでいます。
しかしながら、グローバル化やインターネットの急速な普及等による社会環境の

変化によって人権問題の様相が複雑・多様化しているだけでなく、社会で起きてい
る様々な問題の本質はその多くが人権に関わると考えられ、迅速かつ的確な対応が
求められています。
このため、県教育委員会は、岡山県人権教育推進委員会からの提言を受け、「第

３次岡山県人権教育推進プラン」（以下「第３次プラン」という。）を策定し、総
合的な人権教育行政を推進します。

（２）人権をめぐる国内外の取組
ア 国際社会の取組

二度にわたる世界戦争の反省に立ち、昭和23年（1948年）、国連総会において、
「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを
承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎である」とし、全ての
人民と全ての国とが達成すべき共通の基準とされる「世界人権宣言」が採択され
ました。その後も、人権保障のための国際的な努力が積み重ねられ、「人種差別
撤廃条約」「国際人権規約」「女子差別撤廃条約」「児童の権利に関する条約」「障
害者の権利に関する条約」等、多くの人権に関する条約が採択されました。
世界では、基本的人権の礎である民主化が1980年代より進展し、1990年代の冷

戦構造崩壊によりそれは加速されました。
平成５年（1993年）、ウィーンで世界人権会議が開催され、女性や子ども、少

数者、先住民等を含む全ての人権が普遍的であり、人権が正当な国際的関心事で
あることが確認されました。
国連は、人権問題の解決に向け、世界的な規模で人権教育を推進し、あらゆる

国において人権という普遍的な文化を構築することが重要であるという国際的な
共通認識のもと、平成７年（1995年）から「人権教育のための国連10年」を実施
しました。
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しかし、21世紀に入ると、イデオロギーや価値の多極化、グローバル・パワー
の分散化によって民主化の動きは停滞または後退しはじめました。世界各地で地
域紛争やテロ事件が多発し、これに伴う人権侵害、難民の発生など深刻な問題が
表面化しています。現在、世界で避難生活を強いられている難民や国内避難民な
どは約6,500万人（平成28年６月に国連難民高等弁務官事務所本部が発表した年
間統計報告書に基づく）に及びます。そして、そうした難民の他国への流入は大
きな摩擦と対立を引き起こしています。グローバル化する世界の中で、国際社会
全体で人権の促進及び保護に取り組む必要性は一層高まっています。
こうした状況を背景に、国連では全ての活動で人権の視点を強化する考え（「人
権の主流化」）に基づき、世界の人権問題により効果的に対処するため、平成18
年（2006年）に国連人権委員会を国連人権理事会へ格上げするなど取組を強化し
ています。
このように21世紀を「人権の世紀」とするための取組が継続的に推進されてき

ましたが、今なお世界には、紛争や内戦、大規模な自然災害さらには経済格差な
どにより、飢餓、衛生的な環境の欠如等による生存や発達への深刻な影響、児童
労働、兵士として利用されている子どもなど多くの人権問題が発生しています。
国連では、平成17年（2005年）から、「人権教育のための世界計画」に取り組

み、第１フェーズ（段階）として初等中等教育に焦点を当てた取組が進められま
した。平成22年（2010年）からは高等教育及びあらゆるレベルにおける教員、公
務員等の人権研修に重点を置いた第２フェーズの取組が展開され、平成27年（20
15年）からは第３フェーズとして、第１、第２フェーズの実施の強化とメディア
専門家及び報道関係者への人権研修の促進に焦点を当てる取組が進められていま
す。
なお、平成28年（2016年）５月に開催されたＧ７倉敷教育大臣会合で取りまと

められた「倉敷宣言」において、教育の果たすべき新たな役割として、貧困、若
者の失業、難民・移民、暴力的な過激化・急進化等、世界が抱える課題への対応
に、教育の力を通じた「社会的包摂」や、生命尊重、自由、寛容、民主主義、多
元的共存、人権の尊重等の「共通価値の尊重」の促進などが盛り込まれました。
［※２］

イ 国の取組
日本国憲法は、第13条で、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自

由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立
法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定し、基本的人権の尊
重をその基本原理の一つとしています。第14条では、「すべて国民は、法の下に
平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的
又は社会的関係において、差別されない。」と規定し、法の下の平等を保障して
います。
そのほか、基本的人権には、精神・身体・経済活動の自由からなる自由権、生

存権をはじめとする社会権、参政権等があり、さらに、プライバシーの権利等が
唱えられています。
このように、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下で、人

権関連の諸条約を締結するとともに、人権に関わる諸法令が施行され、人権に関
する諸施策が講じられてきました。
教育の分野では、教育基本法に基づき、人格の完成を目指し、平和で民主的な

国家及び社会の形成者の育成を期する教育が、学校園・家庭・地域のあらゆる場
で推進されてきました。
平成９年、国連の呼びかけに応じて、「『人権教育のための国連10年』に関す

る国内行動計画」が策定され、平成12年には、議員立法により「人権教育及び人
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権啓発の推進に関する法律」が制定されました。国は、この法律に基づき、平成
14年に「人権教育・啓発に関する基本計画」（以下「基本計画」という。）を策
定し、様々な施策を推進しています。
さらに、文部科学省が設置した人権教育の指導方法等に関する調査研究会議は、

この「基本計画」を踏まえ、平成15年度から人権教育の指導方法等の在り方につ
いての検討を開始し、平成20年４月には「人権教育の指導方法等の在り方につい
て〔第三次とりまとめ〕」を公表し、学校教育における人権教育の一層の改善・
充実に努めるよう求めています。

ウ 岡山県教育委員会の取組
県教育委員会では、日本国憲法や教育基本法に基づき、基本的人権の尊重を基

本理念とし、同和対策審議会答申の趣旨に沿って、学校教育と社会教育との相互
連携を深めながら、部落差別を解消して差別のない民主主義社会を実現するため
の取組を進めてきました。
学校教育においては、差別の解消を自らの課題として捉える学習や集団づくり、

進路保障の取組を推進してきました。また、社会教育においては、部落差別の不
合理についての理解と認識を深める啓発活動や住民の自主的な学習、交流等が展
開されました｡
このように、人権の視点で事象を捉え、偏見や差別に気付き、その不合理につ

いて理解する取組や、一人一人を大切にする教育の視点から、個に応じた指導と
家庭・地域と連携した取組等により蓄積されてきた豊かな内容や手法は、県にお
ける人権教育の推進に確実につながっています。
県教育委員会では、これらの成果を踏まえるとともに、平成19年に「プラン」

を、さらに平成24年には「第２次プラン」を策定し、国・市町村や関係機関等と
連携を図りながら、総合的な人権教育行政の充実に努めています。

（３）「第３次岡山県人権教育推進プラン」に基づく人権教育行政の充実
「第３次プラン」は、県教育委員会が進める総合的な人権教育行政の基本方針を
示すものです。県教育委員会では、「第４次指針」を踏まえ、「第３次プラン」に
基づき、関係部局・機関と連携を図りながら人権教育行政のさらなる充実を図って
まいります。
また、各学校園や家庭・地域において、人権教育が一層充実されるよう、人権教

育の進め方を具体的に示しており、それぞれの実態を踏まえた主体的な取組が行わ
れることを期待しています。
なお、この「第３次プラン」については、施策の点検を進めながら、社会情勢の

変化等を考慮し、５年を目安に必要に応じて見直しを行います。

［※１］「ヘイトスピーチ」とは、人種、国籍、思想、性別、性的指向、障害などの特定の属性を

有する集団をおとしめたり、差別や暴力行為をあおる言動、あるいは少数者集団に対する侮

辱、名誉毀損、憎悪、排斥、差別などを内容とする表現行為であるとされています。

［※２］倉敷宣言には、『貧困、若者の失業や社会経済的不平等、最近の国境を越える移民・難民

のかつてないほどの増大、 一部の若者の間での暴力的な過激化・急進化等、根深い課題や

新たな課題と対峙している我々は、「社会的包摂」、「共通価値の尊重」を促進する上で、教

育が重要な役割を果たすことができると信じる。誰ひとり排除せず、すべての人が最大限の

可能性を発揮できるよう、社会を生き抜いていくために 必要な力を培うとともに、社会形

成や地方創生に積極的に貢献し、生きがいを感じることができるよう、 教育がそうした社

会への変革を支えていくことを我々は認識する。』と書かれています。
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２ 人権教育についての基本的な考え方

（１）人権教育が目指すもの
日本国憲法では、自由権、平等権、社会権等が基本的人権として保障されていま

す。
また、平成11年の人権擁護推進審議会の答申において、人権とは「人々が生存と

自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」と規定されています。
人権教育については、人権擁護推進審議会答申等を踏まえて制定された「人権教

育及び人権啓発の推進に関する法律」第２条に「人権尊重の精神の涵養を目的とす
かん

る教育活動」と定義されています。また、「国民が、その発達段階に応じ、人権尊
重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう」（同法第３条）
にすることを旨とするとされています。
県では、「第４次指針」において、人権教育を「生涯学習の視点に立ち、基本的

人権の尊重の精神が正しく身に付くよう学校教育・社会教育において、その発達段
階やライフサイクルに応じて実施される教育活動」と考えています。
このようなことを踏まえ、次の三つの視点に基づいて、人権教育を推進し、全て

の人々が社会の一員としてお互いに尊重し、支え合いながら、明るい笑顔で暮らす
共生社会の実現を目指します。

（２）人権教育の三つの視点

【視点１】人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成

人権や人権擁護に関する基本的な知識を学び、その内容と意義についての理解
と認識を深めるとともに、人権が持つ価値や重要性を直感的に感受し、それらを
共感的に受けとめるような感性や感覚を育成する取組を進めます。
知的理解とは、発達段階に応じて、個人の尊厳や人権尊重の意義、人の生命の

大切さ、人権の歴史や現状、関係法令等に関する知識、自他の人権を擁護し、人
権侵害を防いだり解決したりするために必要な実践的知識等を理解することで
す。
人権感覚とは、人権が擁護され、実現されている状態を感知して、これを望ま

しいものと感じ、反対に、これが侵害されている状態を感知して、それを許せな
いとするような価値志向的な感覚です。
人権に関する知的理解を深めることと人権感覚を身に付けることとによって、

自分の人権と共に他の人の人権を守ろうとする意識・意欲・態度につながり、さ
らにそれらが、様々な場面や状況下で、問題状況を変えていこうとする実践行動
となって現れるようになることが大切です。

【視点２】自立支援

一人一人を大切にするという観点から、教育上配慮を必要とする人の自立支援
に取り組みます。
人権をめぐっては、様々な人権問題に関わる偏見や差別、また、社会問題とな

っている子ども、高齢者、障害のある人への虐待や配偶者からの暴力等多くの課
題があります。差別や人権侵害によって、個人のかけがえのない可能性が制約さ
れている状況があれば、そのことに自分自身が気付き、その人が本来持っている
個性や能力を伸ばし、自己決定力を高め、自律的な力を付け、それらの力を発揮
して行動していくことができるように支援していくこと（エンパワーメント
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［※３］）が大切です。

【視点３】人権を尊重する環境づくり

視点１及び２の取組の基盤となる、自分や他の人の大切さを認め合えるような
学校園や地域の雰囲気づくり、そのための条件整備等の環境づくりに取り組みま
す｡
人権教育が効果を上げるためには、教育内容や方法の在り方とともに、教育・

学習が行われる場そのものの在り方が極めて重要な意味を持ちます。人間関係や
全体的な雰囲気等も含め、学校園や地域の教育・学習の場に人権を尊重する環境
をつくることが大切です。
また、ユニバーサルデザイン［※４］の考え方の普及など、違いを認め合い、

多様性を受容する社会を目指して、自他の人権を尊重し差別を許さない社会的風
土を培うことも大切です。
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（３）学校教育及び社会教育における取組
ア 学校教育
① 人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成

幼児児童生徒それぞれの発達段階に応じ、学校園の教育活動全体を通じて、
人権の意義・内容等について知的理解を深めるとともに、日常生活の中で、差
別や人権侵害等の出来事に接した際に、直感的にその出来事が「おかしい」「許
せない」と思えるような人権感覚を育て、さらに自分の大切さとともに他の人
の大切さを認めることが、様々な場面で具体的な実践行動に現れるような取組
を進めます。
推進に当たっては、各教科等の中で、様々な人権問題についての知的理解を

深めるとともに、かけがえのない自他の生命を尊重する態度、善悪を判断する
力、自他の権利を大切にし責任や義務を果たそうとする態度、正義と公正を重
んじる心、他の人に対する思いやりの心等を育てる取組を進めます。
さらに、人権を侵害された当事者の思いや、他の人の気持ちが分かるような

想像力や共感力、表現力やコミュニケーション能力、人間関係を調整する能力
等の育成に取り組みます｡その際、学校園間や家庭・地域等との連携を図りな
がら、望ましい集団活動や豊かな自然体験活動、社会体験活動、ボランティア
活動、また、障害のある人、高齢者、外国人、ハンセン病回復者等との交流や、
人権問題を取り上げたワークショップ［※５］等の参加体験型学習の普及に努
めます。
就学前教育では、幼児の発達の特性を考慮し、生命の大切さに気付かせると

ともに、自分も他の人も大切にしようとする態度を育てるなど、人権尊重の精
神の芽生えが感性として育まれるように、人権感覚の育成に重点を置いた取組
を進めます。

② 自立支援
自立支援は、一人一人を大切にするという観点から、教育上配慮を必要とす

る幼児児童生徒が、自分らしく主体的に生きる力を育むことを目指す取組です。
幼児児童生徒が、自尊感情を高め、本来持っている個性や能力を伸ばし、自

己決定力を高め、自律的な力を付け、それらの力を発揮して行動していくこと
ができるよう、学校園の取組を支援します。
取組に当たっては、家庭・地域や関係機関等との連携を図りながら、一人一

人の状況に応じたきめ細かな指導、相談、支援ができるようにすることが大切
です。

③ 人権を尊重する環境づくり
人権教育においては、その教育内容や方法の在り方とともに、教育・学習の
場そのものの在り方が極めて重要な意味を持ちます。教職員同士、教職員と幼
児児童生徒、幼児児童生徒同士の人間関係や、学校・教室の全体としての雰囲
気などが、人権教育の基盤となります。
このため、幼児児童生徒が、豊かな人間関係を通して、自らが一人の人間と

して大切にされているという実感を持てるようにします。そして、自分や他の
人を尊重しようとする感覚や仲間としての連帯感、自尊感情を育んでいくこと
ができる環境づくりに取り組みます。
また、教職員自らが適切な言葉遣いを心掛けるなど言語環境を整えたり、人

権に関わる標語やポスターを掲示したりして、人権を尊重する気運を醸成し、
人権に配慮した教育指導や学校園運営に取り組むことができるよう支援しま
す。
さらに、幼児児童生徒一人一人の大切さを強く自覚し、一個の人格として接
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するという教職員の姿勢そのものが重要であることから、研修の一層の充実に
努めます。

イ 社会教育（家庭・地域における人権教育）
① 人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成

様々な人権問題についての理解と認識を深め、住民が日常生活の中に生かせ
る人権感覚と実践的な態度を身に付けることを目指した取組を進めます。また、
人の生命や身体を尊重する意識の希薄化が背景にあると考えられる事件が後を
絶たないことから、改めて生命の尊さや、自分がかけがえのない存在であると
同時に他の人もかけがえのない存在であること、他の人との共生の大切さを実
感できる取組を進めます。
さらに、子どもの人権感覚の育成に果たす保護者の役割が重要であることか

ら、保護者が人権問題を正しく理解できるようにするなど、社会教育の充実を
図るとともに、親であることの意識を育む取組を進めます。
推進に当たっては、分かりやすいテーマの設定、具体的な人権問題に即した

学習資料や多様な学習機会の提供、交流活動やワークショップ等の参加体験型
学習など、効果的な学習内容や方法の研究・開発に取り組みます。
さらに、市町村が実施する講座・講演会・交流会等の様々な学習機会提供の

取組を支援するとともに、企業等に対しては、人権教育の推進に役立つＤＶＤ
等の情報提供等を行います。

② 自立支援
人権問題に関わり課題解決を必要とする人が、本来持っている個性や能力を

伸ばし、自己決定力を高め、自律的な力を付け、それらの力を発揮して行動し
ていくことを目指した市町村の取組を支援します。
また、関係機関との連携を図りながら自立支援に取り組みます。

③ 人権を尊重する環境づくり
地域において、人権教育を効果的に推進していく資質と指導力のある指導者

等［※６］の育成や、学習機会の充実に役立つ資料の作成、情報提供を行い、住
民が自発的に学習できる環境づくりや、人権問題の解決に向けて住民が相互に
連携し合うことができるコミュニティづくりを支援します。
また、市町村における人権問題の解決に向けた住民のネットワークづくりや、
公民館や図書館等の社会教育施設で実施する講座に人権教育を位置付けて充実
させるなど、人権の視点に立った社会教育施設の活用を支援します。

［※３］「エンパワーメント」とは、社会的制約や抑圧により発揮されることが困難であった個人

のかけがえのない能力・自己決定力・行動力を、自由で平等な社会を実現することにより、

取り戻し引き出していくことをいいます。

［※４］「ユニバーサルデザイン」とは、年齢、性別、能力、国籍等にかかわらず、はじめから、

全ての人にとって安全・安心で、利用しやすいように、建物、製品、サービス等をデザイン

するという考え方です。

［※５］「ワークショップ」とは、もともとは「作業場」を表す言葉として使われていましたが、

現在では、共同で何かを創り出す作業そのものも示すようになってきています。参加体験型

学習でいうワークショップとは、単に知識・情報を発表し合うというのではなく、参加者自

身が自らの知識や体験をもって積極的に関わる学習プログラムのことをいいます｡

［※６］「指導者等」には、人権問題についての専門的な知識・技能を有し、研修会の講師等を努

めることができる「学習指導者」や、研修会の企画・運営や学習情報の提供・相談等に関わ

るスタッフとして人権教育を側面から支援する「学習支援者」が考えられます。
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３ 人権教育の総合的な推進

幼児から高齢者までのあらゆる年齢層に対し、学校教育及び社会教育のあらゆる
機会を捉えて、人権教育を総合的に推進します。その際、次の七つの観点を大切に
して推進します。

（１）推進体制の充実
人権教育を推進するための取組は、多方面にわたります。また、人権課題につい

ては、迅速かつ的確に対応することが必要です。そこで、教育庁内の関係課（室）
で構成する人権教育推進マトリックス会議［※７］等で、関係部署間の緊密な連携を
図り、積極的な情報交換・情報提供や相互の理解・協力を進めるなど、人権教育を
強力に推進する体制を充実します。
また、人権啓発マトリックス［※８］等により、知事部局の関係課や機関との連携

を図ります。
さらに、学校園や市町村が推進体制を整え、人権教育の目標や基本的な考え方、

推進方法等を明確にして、総合的に人権教育に取り組むことができるように支援し
ます。

（２）普遍的な視点及び個別的な視点からのアプローチ
人権教育の手法については、「法の下の平等」「個人の尊重」といった人権一般の

普遍的な視点からのアプローチと、具体的な人権課題に即した個別的な視点からの
アプローチとがあり、この両面が相まって人権尊重の理解が深まります。このため、
様々な人権課題に取り組んできた経験と成果を生かしながら、この二つの視点を踏
まえた人権教育を効果的に推進します。

（３）人権課題相互の関連
人権課題には、それぞれ固有の状況や歴史的経緯等があります。一方、誤った認

識や人権意識の欠如が偏見・差別の原因となっているなどの共通点もあります。
また、インターネットによる人権侵害等は、多くの人権課題に複合的に関わる問

題でもあります。
そのため、人権課題を相互に関連させた学習を進めることにより、人権尊重の意

義、偏見や差別の不合理について、より具体的かつ多面的に考えることが重要です。
そして、その学習で身に付けた知識や人権感覚等は、他の人権課題についての理解
を促進するとともに、人権意識の高揚や実践的な態度、行動力の育成につながりま
す。
これらのことから、取組に当たっては、各人権課題を個別に扱うだけでなく、相

互に関連付けた学習が進むよう指導の充実を図ることが大切です。
さらに、各人権課題に関する学習を進めるに当たっては、子どもから高齢者まで

のライフステージを見据えた取組とすること、自らの課題として捉えた取組とする
こと、全ての人権課題への取組が、人権教育が目指す共生社会の実現につながる取
組となるようにすることが大切です。

（４）学校教育と社会教育との連携
人権教育は、学校園あるいは家庭・地域のいずれかに限定して行われるものでは

ありません。学校教育と社会教育とが連携を図りながら、地域ぐるみの取組を進め
ることで、より大きな成果が得られます。そこで、学校園・家庭・地域それぞれの
機能や役割を十分踏まえながら、連携・協働した取組を推進します。
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（５）関係機関・ＮＰＯ・大学・企業等との連携
人権週間［※９］等の人権に関わる各種行事において、関係部署等と連携を図り
ながら取組を進めるなど、関係機関やＮＰＯ［※10］、大学、企業、教育研究団体等
との連携・協働を強化して人権教育を効果的に推進します。
また、人権に関わる相談体制を充実させるために、関係部署や関係機関との連携

を強化します。

（６）校種間の連携
人権教育においては、幼児児童生徒の発達段階に応じた学習活動を計画すること

が必要です。そのため、各学校種間における学習計画の調整や相互協力、相互研修
等の連携を推進します。
また、進学先の学校において適切な支援が行えるよう、児童虐待が疑われるなど

の児童生徒の状況について、途切れることのない情報交換を進めます。

（７）人権教育推進状況の把握
学校園や市町村における人権教育を効果的に推進していくために、人権教育の推

進状況の把握に努めるとともに、関係部署等が実施している各種調査結果の活用を
図ります。

［※７］「人権教育推進マトリックス会議」は、人権教育行政上の課題に適切かつ迅速に対応するよ

う人権教育行政の総合的な推進を図るため、教育庁内関係課（室）で構成しています。

［※８]「人権啓発マトリックス」は、人権啓発を総合的、効果的に推進するため、人権課題につい

て特に関係の深い知事部局・教育委員会内の関係課で構成しています。

［※９］「人権週間」とは、我が国における、「人権デー」を最終日とする１週間（12月4日～10日）

のことをいいます。「人権デー」は、昭和23年（1948年）、国際連合の総会で世界人権宣言が

採択されたことを記念し、12月10日に定められました。「人権週間」には、広く国民に人権尊

重思想の高揚を呼びかける教育・啓発活動を行っています。

［※10］「ＮＰＯ（Non Profit Organization）」とは、利潤追求や利益配分を行わず、自主的、自発

的に公益的な活動を行う民間非営利組織・団体のことです。
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４ 推進に当たって大切にすべきこと

（１）就学前教育の充実
就学前教育においては、人権感覚の基盤となる自尊感情を育てていくことが重要
であり、子ども一人一人が大切にされていると感じられるような関わりを積み重ね
ていくことが大切です。また、友達との関わりの中で他の人の存在に気付き、相手
を尊重する気持ちを持って行動できるようにすることや、友達との関わりを深め思
いやりを持つようにすること等について、遊びを中心とした生活を通して指導して
います。

○人権尊重の精神の芽生えが感性として育まれるよう、一人一人を大切にした教
育・保育の在り方を検討する研修を実施します。その際、参加体験型や事例検
討型研修を行うなど、より実践力を高める工夫をします。そして、次のような
視点に立った教育・保育の実現を目指します。
・基本的生活習慣を身に付ける取組
・自分の力でやろうとする意欲や活力を高める取組
・思いやりのある気持ちで人と接し、自分も相手も異なる考えや感情を持った
存在であるとともに、互いにかけがえのない存在であることを実感できる取
組

・してよいことと悪いことの判断力を育てる取組
・相手の気持ちが分かるような想像する力や自分の気持ちを言葉で適切に表現
する力を高める取組

・友達と協力したり、助け合ったり、励まし合ったりして、人と関わる力を育
て、共に高まり合っていこうとする集団づくりの取組

・自然や身近な動植物に親しみを持って接し、生命の尊さに気付き、いたわり、
大切にしようとする気持ちを育てる取組

・地域の人々と交流し、人と関わる楽しさや、人の役に立つ喜びを味わえるよ
うな取組

○「人権教育資料集 就学前教育編」等を活用して、人権教育を進める上で大切
にしたい考え方や具体的な事例を示し、保育活動を支援します。

（２）家庭教育の充実
家庭教育は、全ての教育の出発点であり、子どもの人格や人権意識の形成に大

きな影響を与えることから、その充実を図ることは極めて重要です。
保護者が、学校園における取組を理解するとともに、人権問題を正しく理解して

子どもに接することが大切です。
とりわけ、乳幼児期は、人権感覚の基盤ともなる自尊感情を育てていくことが重

要であり、子ども自身が「愛されている」ということを体感できたり、家族一人一
人が大切にされているということを感じられたりするような関わりを積み重ねてい
くことも大切です。

○ＰＴＡを対象とした研修会を実施するとともに、学校園や市町村が実施するＰ
ＴＡ等の社会教育関係団体を対象とした研修事業を支援します。

○地域住民が、家庭教育に関わる学習活動等を主体的に進めていくことができる
ように、市町村と連携して情報提供等を行います。

○研修会等に参加しにくい保護者を対象に、学校園や企業等を訪問して行う、家
庭教育支援を充実します。

○子育てに関する不安や悩みを、気軽に相談できる体制の充実と相談機関等の周
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知に努めます。
○「親育ち応援学習プログラム」を活用し、保護者に学習機会を提供するととも
に、保護者同士のつながりづくりを促進します。

（３）教職員の研修の充実
教職員は、人権尊重の精神が幼児児童生徒に正しく身に付く教育活動が行えるよ

う、自己研鑽を積むことが大切です。また、幼児児童生徒一人一人の大切さを強く
さん

自覚し、一個の人格として接するという教職員の姿勢そのものが、人権教育の基盤
となります。
そのため、教職員は、幼児児童生徒の人権尊重の精神を涵養するように常に意識

して行動し、幼児児童生徒との相互の信頼関係の上に、愛情に満ちた人間関係を築
くことが大切です。
教職員の研修に当たっては、人権尊重の理念を、単に理解するだけに止まらず、

そのことが態度や行動に現れるようにする研修を、教職員自身が体験することが重
要です。また、研修を受けることにより、教職員の人権教育の指導に対する意欲や、
主体性が高まる内容であることが求められます。

○教職員自身が人権尊重の意義や人権問題について理解と認識を深めるととも
に、人権について理解が深まる授業の内容や方法を工夫改善できる研修を実施
します。

○教職員の人権感覚を培うために参加体験型の研修等をより多く取り入れるな
ど、研修の充実を図ります。

○様々な人権問題についての理解と認識を深める交流体験研修の充実を図りま
す。

（４）指導者等の養成
地域における人権教育を効果的に推進するためには、資質と指導力のある指導

者等の存在が不可欠です。
指導者等としては、人権問題についての専門的な知識・技能を有し、研修会の講

師等を務めることができる「学習指導者」や、研修会の企画・運営や学習情報の提
供、相談等を通して、人権教育を側面から支援する「学習支援者」が考えられます。
地域における具体的な人権問題を解決していくためには、様々な年齢層や豊かな

経験を持つ人々の協力を得ることが大切です。また、学校園や児童相談所、福祉施
設等の職員、民生委員・児童委員、人権擁護委員等の地域の関係者が、相互に連携
できるネットワークを構築することや、その調整役を果たす人材（コーディネータ
ー）を育成することも必要です。
なお、指導者等の養成講座の開設に当たっては、どのような指導者等を育成する

のか、その目的を明確にしてプログラムを作成することや、修了者に活躍の機会を
提供することが大切です。

○県教育委員会が主催する指導者等の養成講座の充実を図ります。さらに、講座
修了者に対する情報提供を行うとともに、県教育委員会の事業等における活動
の機会を提供します。

○人権教育講師バンク（人権教育に関わる講師情報提供のシステム）等により、
講師情報を提供します。

○地域における指導者等が情報交換を行う場の提供やネットワークづくりを支援
します。
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指導者等養成のための講座のプログラム（例）
・世界人権宣言や憲法に保障された基本的人権に関する内容
・人権問題に関わる相談役やコーディネーター、ワークショップのファシリ
テーター［※11］としての知識や技能を身に付けることができる実践的な
プログラム、あるいは、身近なところで取り組める活動内容の紹介等、講
座修了後の具体的な活動の契機になる内容

・交流やフィールドワーク［※12］等を体験する内容
・各人権課題や日常の身近な人権問題について理解を深める内容

（５）効果的な学習プログラムの開発
人権教育を進めるためには、効果的な学習プログラムが必要です。

○学校教育や社会教育において有効に活用できる学習プログラムの改善を進め、
ホームページに掲載するなど、その活用を一層促します。

○県教育委員会が実施する各種講座・研修会の学習プログラムについて、その改
善と充実を図ります。

学習プログラムを開発する際のポイント
各学校園等が学習プログラムを開発するに当たっては、次の①～⑤を参考にし

てください。

① 現状の分析
学習プログラムの開発においては、学校園・地域の歴史・実態、課題及び教
育資源を把握し、幼児児童生徒・教職員・保護者・地域住民の意識及びニーズ
等を踏まえて、人権教育の現状を多角的に分析することが大切です。

② 目標の設定
中・長期的な期間、あるいは年度単位での目標設定だけでなく、各講座、各
学習単位においても目標の具体化を図ることが大切です。その際、現状を踏ま
えながら、どこに重点を置き、どのような知識や技能を身に付けさせたいのか
を明らかにすることが大切です。
また、設定した目標と人権教育の三つの視点（４，５ページ参照）とを結び

付けることで、目標を羅列するのではなく、体系的に位置付けたり、各目標の
優先度についても明確にしたりすることができます。

③ 学習内容・方法の工夫
学習内容については、様々な人権課題を、生涯の各時期において、適切かつ
体系的に配列することが大切です。「適切に」とは、学習者（参加者）の発達
段階やニーズを考慮することであり、「体系的に」とは、系統性や継続性、発
展性のある学習展開を工夫することです。また、知的理解の深化、人権感覚の
育成にそれぞれ焦点を当てて、具体的な内容を構成することが必要です。
学習方法については、知的理解と人権感覚を効果的に結び付ける工夫が必要

です。例えば、偏見や差別に立ち向かい、人権の回復に取り組んできた当事者
や家族等の話を聞く交流活動、ワークショップ、疑似体験活動、自然体験活動、
社会体験活動、ボランティア活動、表現活動、フィールドワーク等の活動があ
ります。また、各種メディアやＩＴ機器の活用を積極的に進めることも、学習
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効果を高めることにつながります。
さらに、互いに学び合うことができるピア・サポート［※13］等の取組も効

果的です。

④ 教材の作成
人権教育の三つの視点を踏まえながら、幅広い観点から教材の選定や作成を
することが大切です。例えば、正しい理解を深めるための教材、課題解決の実
践力を培うための教材、人権を尊重する環境づくりに取り組むための教材等が
考えられます。
また、生活の中の身近な問題や地域の歴史、人々の生き方等を素材とした教

材を開発したり、視聴覚教材を活用したりすることも有効です。
さらに、教材に関する情報の共有やネットワーク化を図ることも大切です。

⑤ 評価の実施と改善
学習プログラムの有効性を高めるためには、例えば、プログラムのねらいが
実際の学習場面において具現化されているか、知識や技能が身に付いたか、意
識の変容が促されたか等を評価することが大切です。評価方法としては、指導
者（主催者）によるその場での観察や学習者（参加者）に対するアンケート等
が考えられます。個別の事業・学習等の短期的な評価だけでなく、長期的視野
に立った評価を実施し、この評価結果を次の取組に反映させることが大切です。
また、学習者（参加者）が学習プログラムによって自らの意識がどのように

変容したかを個々に省察する機会を設けることによって、指導者（主催者）が、
個々の学習のねらいは達成されたのか、達成されなかったとすればその原因は
何か、個々の学習内容の配列は適切か、それがプログラム全体の目標と達成度
にどう結び付いたかなど、具体的に評価結果を分析することが重要です。そし
て、分析内容をもとに改善方策を検討し、それを次に生かす手段を講ずること
が必要です。
さらに、評価結果や改善方針を学校園・家庭・地域、関係機関等へ積極的に

情報提供することも大切です。こうした姿勢が学習プログラムの不断の見直し
や改善へとつながり、人権教育の充実と継続的な取組につながっていきます｡

（６）地域における多様な学習機会の提供
地域においては、人々が人権教育の重要性を認識し、学習に積極的に参加でき

るよう、住民のニーズや地域の実情を踏まえた多様な学習機会を提供するなどの条
件整備を図る必要があります。
人権教育は、生涯学習の視点に立って、各時期［※14］の発達段階に応じて推進

する必要があります。とりわけ、成人期については、地域や職場等で身近な人権問
題に直面することが多くなることから、学習情報の提供や学習支援を充実すること
により、人権意識の高揚に努める必要があります。
青年期の学習機会については、青年がよく集まる場所に出向いての広報やイベン

トの活用、地域の行事と関連した学習や交流の場の提供等の工夫も大切です。
また、地域の住民が自主的に様々な施設や機関と連携して、多様な学習機会を工

夫することも有効です。

○人権教育の学習に役立つ様々な情報を提供するとともに、様々な学習機会を提
供する市町村の取組を支援します。
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（７）情報教育の推進
情報社会においては、誰もが情報の送り手と受け手の両方の役割を持つことから、

メディアから発信される情報を主体的に選択し活用する力、正しく見極め責任を持
って情報を発信する力などの情報活用能力の育成が必要となります。
特に、インターネットは情報伝達や情報収集において今や欠かせないものであり、

スマートフォンや携帯電話等（以下「スマートフォン等」といいます。）の普及に
伴い、その利便性は日々向上していますが、その反面、様々な人権侵害やトラブル
の原因となったり、犯罪に利用されたりすることもあります。
人権教育との関連においては、特に、情報モラル［※15］の必要性や情報に対す

る責任について考え、望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度を育成する
ことが重要になります。

○情報を正しく見極めて読み解く能力や、責任を持って情報を発信する態度（メデ
ィア・リテラシー）を身に付けることができるよう、情報モラルを育成する教育
を推進します。

（８）人権侵害への対応
学校園においては、人権教育の充実に努め、幼児児童生徒への人権侵害や差別

が発生しないようにすることが大切です。しかし、人権侵害や差別事象等が発生し
た場合には、次のようなことに留意しながら対応する必要があります。
・人権を侵害された被害者の人権回復を最優先し、適切な対処と心のケアを行う。
・被害者に対する非難など、二次被害が発生しないようにする。
・差別や人権侵害は許されない行為であるとの認識に立って、迅速かつ組織的に
対応する。

・校園長は、役割分担等を決定し、関係者から聞き取った情報から、事実関係を
正確に把握する。

・校内に設置した対策委員会等において原因や背景を分析し、対応方針、指導方
針等を決定する。

・関係の教育委員会等と連携を図りながら、全教職員の課題として、学校園の主
体性において解決する。

・報道機関等への窓口を一本化して対応に当たる。
・場合によっては、緊急保護者会など説明会を開催する。
・これまでの人権教育の内容や方法を見直すとともに指導の充実を図り、再発を
防止する。

○人権侵害の未然防止や、人権侵害が発生した場合の適切な対応等について教職
員に周知します。

（９）教育の中立性の確保及び一人一人の自主性の尊重
人権教育の推進に当たっては、ボランティア団体やＮＰＯ等、人権に関わる様々

な民間団体との連携や協働を視野に入れる必要があります。その際、学校教育や社
会教育における教育活動と、特定の立場に立つ政治運動・社会運動とを明確に区別
し、公教育としての主体性を持ち、教育の中立性を確保して、人権教育に取り組む
必要があります。
また、人権教育は、一人一人の心の在り方に密接に関わる問題であることから、

その自主性を尊重し、押し付けにならないよう十分留意します。
なお、人権問題や人権教育の在り方について多種多様な意見があることを踏まえ、

異なる意見に対する寛容の精神に立って、その内容はもとより、実施の方法等にお
いても、幅広く理解と共感を得られるものにする必要があります｡
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○人権教育の推進に当たっては、教育の中立性に留意するとともに一人一人の自
主性を尊重し、幅広く理解と共感を得られるよう、取組の内容や方法について
創意工夫を図ります。

［※11］「ファシリテーター」とは、ワークショップのプログラムを進行する人をいいます。単な

る司会者ではなく、参加者同士のコミュニケーションを活性化させ、互いの意見を十分伝え

合うことができるようにすることが役割です。

［※12］「フィールドワーク」とは、現地を訪れ、観察や聞き取り調査等を行う手法です。

［※13］「ピア・サポート」とは、社会性や対人関係の育成を保障できる場を学校や地域社会の中

に意図的につくり、援助のためのトレーニングを受けた人が悩んだり困ったりしている仲間

を支援することをいいます。（県総合教育センター「いじめや不登校を未然に防ぐための校種

間連携の在り方」（平成22年2月）から）

［※14］ 各時期については、中央教育審議会答申で、義務教育就学前段階は「乳幼児期」、義務教

育の時期は「少年期」、義務教育終了後から成人までは「青年期」、それ以後は高齢期も含め

て「成人期」と示されています。

［※15］「情報モラル」とは、インターネットなどの情報通信ネットワークを正しく利用するため

のもとになる考え方と態度のことです。つまり、情報社会の中で「すべきこと」「すべきでは

ないこと」「してもよいこと」「しない方がよいこと」といった善悪の区別・判断についての

知識を身に付け、正しく行動しようとする態度のことです。
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５ 各人権課題に対する取組

（１）女性
ア 現状と課題

国の「男女共同参画社会基本法」（平成11年制定）及び「男女共同参画基本計画」（平
成12年策定）を受け、平成13年に「岡山県男女共同参画の促進に関する条例」が制定さ
れ、「おかやまウィズプラン21」（平成13年策定）、「新おかやまウィズプラン」（平成18年
策定）、「第３次おかやまウィズプラン」（平成23年策定）により男女共同参画社会の実現
に向け、女性の進出分野の拡大など、制度面等の整備が総合的、計画的に進められ
てきました。
しかし、平成26年10月に実施した「岡山県男女共同参画社会に関する県民意識
調査」では、固定的な性別役割分担意識や男女の地位の不平等感が根強く残って
いることが示されています。また、セクシュアル・ハラスメントや、配偶者等か
らの暴力（ＤＶ）、交際相手からの暴力（デートＤＶ）、ストーカー行為やいわ
ゆるリベンジポルノ［※16］といった男女間のあらゆる暴力など依然として未解
決の課題や、マタニティ・ハラスメントといった新たな課題、仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）［※17］等の喫緊の課題への対応も必要となってい
ます。
また、一部のメディアにおいては、女性を専ら性的ないしは暴力行為の対象と

して捉えた表現が見られ、これらの女性の人権を侵害するような情報の氾濫は、
社会問題にもなっています。
これらの状況を背景に、県では、施策の更なる充実を図るため、国の「第４次

男女共同参画基本計画」を踏まえ、平成28年３月に「第４次おかやまウィズプラ
ン」を策定しました。その中では、四つの基本的な視点「男女の人権の尊重とパー
トナーシップの確立」「社会的・文化的に形成された性別（ジェンダー）［※18］
に気づく視点」「女性のエンパワーメントの促進とチャレンジ支援」「さまざまな
主体との協働の推進」が示されています。
全ての人が性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮するとともに、互

いにその人権を尊重しつつ、喜びも責任も共に分かち合う男女共同参画社会の実
現に向けた取組を進める必要があります。

イ 基本的な方針
性別による固定的な役割分担意識を解消し、幼児期から人権尊重を基盤とした
男女共同参画社会の実現を目指すため、学校園・家庭・地域、職場など社会のあ
らゆる場において、相互の連携を図りつつ、男女共同参画についての基本的な理
解を促進するなど、男女平等を推進する教育・学習の充実を図ります。また、男
女間のあらゆる暴力を防止する教育を推進します。
さらに、学校園や家庭・地域等において、誰もが働きやすく、暮らしやすい社

会を目指し、男女共同参画の視点に立った教育を推進するための環境づくりの取
組を進めます。

ウ 具体的な取組
① 学校園
○男女平等を推進する教育の充実

個人の尊厳、男女の平等と相互協力等について理解を深める教育を推進し
ます。児童生徒の発達段階に応じて、社会科、家庭科、道徳、特別活動等に
おける指導方法の工夫・改善を図ることができるよう支援します。

○男女共同参画の視点に立ったキャリア教育の推進
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社会的、職業的自立に向け、社会・経済・雇用などの基本的な仕組みや労
働者としての権利・義務、男女共同参画の意義、仕事と生活の調和の重要性
等について理解を深め、児童生徒一人一人のキャリア発達［※19］を支援し、
それぞれにふさわしいキャリアを形成していくために必要な意欲・態度や能
力を育成します。

○男女間のあらゆる暴力を防止する教育の推進
セクシュアル・ハラスメント、ＤＶ、デートＤＶ、ストーカー行為やリベ

ンジポルノ等、男女間のあらゆる暴力を防止するための教育を推進します｡
また、暴力に頼ることなく自他を大切に扱ったり、人権侵害に対して自己

防衛をすることができるような取組を支援します。
○性に関する取組の充実

児童生徒が、心身の発育・発達と健康、性感染症等の予防等の性に関する
知識を確実に身に付け、生命の尊重や自己及び他者の個性を尊重し、相手を
思いやり、望ましい人間関係を構築するなど、適切な行動を取ることができ
るよう取組の充実を図ります。また、性と生殖に関する健康と権利（リプロ
ダクティブ・ヘルス／ライツ）［※20］の重要性についての理解を促進し、発
達段階に応じた取組を促進します。
○情報教育の推進

メディアによる情報を、ジェンダーに敏感な視点で捉え直し、主体的に判
断し、活用する力を養うための教育を推進します。

○性別に関わりなく一人一人を尊重する教育を進める環境づくり
性別による固定的な役割分担意識にとらわれることなく、個性と能力を発

揮できるような環境づくりを支援します。
また、学校園生活の様々な場面や発行物・掲示物等の表現などについて、

ジェンダーに敏感な視点で見直す取組を支援します。
○研修や指導資料等の充実

教職員の指導力向上を図るための研修を実施します。また、人権教育指導
資料の活用を促し、男女平等を推進する教育を充実します。

② 家庭・地域
○男女共同参画に関する研修の充実
家庭において、「男の子だから、女の子だから」といった性別による固定的
な役割分担意識にとらわれることなく、子どもが個性や能力を発揮できるよ
うな環境づくりを進めるため、関係機関やＮＰＯ等とも連携を図りながら、
ＰＴＡ等を対象とした研修を実施します。また、メディアの中にある性差別
について考える学習を行います。

○理解の促進を図るための資料の整備
男女平等を推進する教育についての考え方や男女間のあらゆる暴力防止、

女性の権利に関する法令や条例等について、県民の理解を図るための資料を
整備し、男性も女性も男女共同参画を「自分の問題」「社会に大きな意味を持
つもの」と認識できるよう、広報・啓発活動に取り組みます。

○市町村の取組の支援
市町村が行う住民への研修機会の提供や、男女間のあらゆる暴力防止のた

めの教育を支援します。

（２）子ども
ア 現状と課題

我が国では、平成６年に批准した「児童の権利に関する条約」を踏まえて、「児
童福祉法」「児童虐待の防止等に関する法律」等を改正するなどして、子どもの
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権利擁護に関する施策の充実が図られてきました。
県では、「岡山県子ども・若者育成支援計画」（平成24年策定）、「岡山いきい

き子どもプラン2015」（平成27年策定）により、次代を担う子どもたちが、心身
ともに健やかに生まれ育ち、家庭や地域で心豊かに生活できる環境づくりが進め
られています。
しかし、家族形態の変化や家庭の教育力の低下、インターネットの普及による

情報化、地域社会のつながりの希薄化等、子どもを取り巻く家庭や地域の環境が
大きく変化する中で、県内の学校における暴力行為やいじめ、不登校については
非常に憂慮すべき状況にあり、早急な対応策が求められています。また、子ども
の自殺予防の対策も必要となっています。
さらに、子育てに不安や悩みを持つ親が増加し、児童虐待については、依然深

刻なケースも見られることから、発生予防から早期発見・早期対策への重点的な
取組を進める必要があり、県では平成27年12月に「岡山県子どもを虐待から守る
条例」を策定し、子どもの人権が尊重され、かつ、子どもが健やかに成長する社
会の実現を目指しています。
また、子どもをねらった凶悪事件が各地で相次ぎ、登下校時に子どもが巻き込
まれる事件・事故もなくならない状況です。平成18年に制定された「岡山県犯罪
のない安全・安心まちづくり条例」を踏まえ、学校園の安全対策とともに地域の
安全確保に向けた取組が進められています。
さらに、テレビや新聞等のマスメディアの影響や、インターネット・スマート

フォン等の急速な普及により、誹謗中傷やいじめなどの子どもに関わる人権問題
や、児童買春・児童ポルノ［※21]、薬物乱用等の子どもの健康や福祉を害する犯
罪も見受けられます。
このような現状の中で、大人には子どもの人権や安全を守る責務があります。

その責務は、保護や監視を強化するという方向ではなく、権利主体としての子ど
もが、正しい知識や技能を身に付けることによって、様々な暴力や有害情報から
身を守るとともに、インターネットを利用した適切な情報のやりとりができるよ
う支援していく必要があります。
一方、子どもの貧困率が平成24年時点で過去最悪の16.3％となり、子どもの６

人に１人が平均的な所得の半分を下回る額の世帯で暮らしており、子どもの貧困
問題が深刻化しています。（平成25年国民生活基礎調査：厚生労働省）
いわゆる貧困の連鎖によって、子どもの将来が閉ざされることは決してあって

はならないことであり、教育の機会均等などを図ることは重要です。

イ 基本的な方針
子ども自身が、次代の担い手としての責任を自覚して主体的な生き方を身に付

けることができるように、学校園・家庭・地域が連携して、確かな学力、豊かな
心、健やかな体など、子どもたちが生きていく上で基本となる資質能力を育む教
育を推進します。
その際、幼児児童生徒が人権について正しく理解し、自己肯定感を高め、自他
を大切にする人権感覚を身に付けるよう取り組みます。とりわけ、生命を大切に
するとともに、正義感、公正さを重んじる心や他者と共に生きていこうとする態
度を育む取組の充実を図ります。
また、子どもの社会活動への参加を促進し、様々な体験を通して夢や希望を持

ち、人間性豊かな子どもを育成するとともに、関係部局と連携し、いじめや暴力、
虐待を容認しない社会全体の意識の高揚を図ります。
特に、いじめ問題への対策については、平成25年9月施行の「いじめ防止対策推

進法」により平成26年3月に策定した「岡山県いじめ問題対策基本方針」に基づき、
「岡山県いじめ問題対策連絡協議会」等により学校や関係機関等が連携して、総
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合的かつ効果的に推進します。
さらに、「児童の権利に関する条約」など、子どもの人権に関係が深い様々な

条約や国内の法令の趣旨に沿って、子どもの人権尊重に向けた取組を進めます｡
なお、教育の推進に当たっては、発達段階に応じた学習課題を設定し、効果的な
学習に取り組むことができるプログラムや資料を提供するなどの条件整備に取り
組みます。

ウ 具体的な取組
① 学校園
○豊かな心の育成

社会性や豊かな人間性を育む観点から、自然体験活動、社会体験活動、ボ
ランティア活動、様々な人との交流活動等を積極的に推進します。また、幼
児児童生徒それぞれの発達段階に応じて、各教科や道徳、また、身近な動植
物に触れて生命の誕生や終わりに遭遇するなどの体験活動等を通して、生命
の大切さについて考える教育を推進します。

○人間関係づくり
様々な人との関わりを通じた連帯感、コミュニケーション能力等を育成し、

いじめ・暴力など身近な人権問題をみんなの問題として解決していこうとす
る人間関係づくりについての指導の充実を図ります。

○暴力等を防止する取組の充実
暴力や虐待、いじめ、セクシュアル・ハラスメント、デートＤＶ、児童買

春、薬物乱用、性感染症等の防止を目的とした取組や、幼児児童生徒の安全
を守るための指導の充実を図ります。

○いじめ・自殺等の未然防止の取組の推進
24時間対応でいじめ等の電話相談を実施するなど、教育相談体制をさらに

充実させるほか、いじめ等の問題に直面した経験のある当事者や関係者によ
るいじめの重大さや命の大切さに関する出前授業の実施や、人権教育指導資
料Ⅷ「こころ～いじめ・自殺等の未然防止に向けて～」（平成26年３月）等
を活用した教職員の指導力の向上等、いじめ、自殺等の未然防止の取組の充
実を図ります。また、就学前から高等学校までの各学校種間の連携を強化す
るとともに、学校・家庭・地域・関係機関等と連携した取組等を一層推進し
ます。
特に、誹謗中傷やいじめなどに繋がるスマホ・ネット問題［※22］につい

ては、子どもへの情報モラル教育や保護者への啓発、携帯電話事業者との連
携によるフィルタリングの利用促進などに総合的に取り組むとともに、学校
と家庭・地域との連携を強化し、子どもを守る体制づくりの構築を推進しま
す。
○児童虐待防止の取組の充実

児童虐待の予防や早期発見、虐待を受けた幼児児童生徒の自立支援のため
に、「教職員・保育従事者のための児童虐待対応の手引き」（平成23年３月）
及び「児童虐待防止に向けた取組」（平成23年10月）を活用して、教職員の
指導力を高めます。また、児童相談所をはじめとする関係機関等とのネット
ワークを強化し、子どもの保護に関する相談や子ども・家庭への対応を充実
させます｡

○自立支援の取組
人権を擁護する観点から教育上配慮を必要とする幼児児童生徒一人一人

が、個性や能力に応じた進路を見い出し、自己実現できるよう支援します。
また、いわゆる貧困の連鎖によって、子どもの将来が閉ざされることは決

してあってはならないことであり、家庭環境や住んでいる地域に左右されず、
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学校に通う子どもの学力が保障されるよう、落ち着いた環境の中で、基礎学
力の確実な定着を図る指導の充実を図るとともに、子どもの貧困問題に関す
る教職員の理解を深めるため、研修の充実を図ります。

○親の役割や子育てについて学ぶ学習の設定
青年期には、親の役割について学習したり、乳幼児の世話をしたりする体

験を通して、子育てについての認識を深める教育を推進します。

○幼児児童生徒の人権を尊重する環境づくり
日常的に一個の人格として接し、幼児児童生徒一人一人の大切さを強く自

覚した教育指導や学校園の運営が行われるよう支援します。

幼児児童生徒の人権が尊重される学級経営等ができるよう、研修の充実を
図るとともに、発達段階に応じた指導資料等を整備します。
また、教職員研修などを通じ、「児童の権利に関する条約」の趣旨につい

ての理解と認識を深めるなど、人権意識の高揚に努めます。

② 家庭・地域
○保護者の学習機会の提供

家庭は、子どもの人権意識の基礎が培われる場であることを考慮し、基本
的生活習慣が確立され、子どもたちに豊かな情操や善悪の判断力、生命を大
切にする心、他人に対する思いやりの心等が育つよう、保護者の子育てを支
援する学習機会や情報提供の充実に努めます。

○相談体制の充実
家庭教育の悩みや不安に対する相談体制の充実を図り、継続的、かつ、き

め細かな支援を進めます。
○体験活動の機会の充実

子どもが豊かな人間性を身に付けることができるように、自然体験・社会
体験・ボランティア活動など様々な体験活動の機会の充実を図る取組を進め
ます。また、子どもが、地域の活動に参加することによって、様々な世代の
人と幅広い人間関係を築いていける機会の充実を図ります。

○子どもの居場所づくり
学校の余裕教室や公民館等を利用して「子どもの居場所」を開設し、様々

な体験活動や交流活動を実施するなど、ＮＰＯ等との連携も図りながら、地
域ぐるみで子どもを育てる環境が整備されるよう支援します。

○自立支援の推進
学校園と市町村、関係機関、ＮＰＯ等との連携を強化し、いじめや非行の
防止を図るとともに、いじめの被害を受けるなど、人権を擁護する観点から
教育上配慮を必要とする子どもの自立を支援します。
不登校の子どもが、自分を見つめ直し、将来の自分を探していくためのき

っかけを見付けることができるように、学校教育と社会教育の関係者等が連
携しながら、子どもの自立を支援する取組を進めます。
また、家庭の経済的な理由により子どもの将来が閉ざされることのないよ

う、関係機関・ＮＰＯ等との連携のもと、教育の支援を推進します。
○児童虐待防止の取組の充実

児童虐待を防止するため、関係機関等と連携を強化し、要保護児童対策地
域協議会を活用しながら、子どもを保護・支援する取組を充実するとともに、
子育てに不安や悩みがある保護者に対する相談機関の周知やネットワークづ
くりに努めます。

○子どもの人権が尊重される社会づくりの推進
子どもの権利を擁護するため、「児童の権利に関する条約」について広報
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啓発活動を推進するとともに、児童虐待、いじめ防止等についての啓発の充
実を図ります。

（３）高齢者
ア 現状と課題

県においては、高齢化が急速に進み、平成27年の国勢調査によると、高齢者の
割合は約29％で、高齢者のみの世帯は、全世帯の約23％を占めています。多年に
わたり社会の発展のために貢献してきた高齢者が、常に心身の健康を保持し、そ
の培ってきた知識と経験を生かしつつ社会参加を進め、社会の一員として尊厳を
保持しながら、住み慣れた地域や家庭で安全・安心に生活することは極めて大切
です。
しかし、加齢に伴い疾病等で寝たきり状態になったり、認知症等で日常生活へ

の適応が困難になったりするなど介護を要する高齢者が増加し、介護の長期化や
重度化等による家族介護者等の身体的・精神的・経済的負担が増大しています。
また、虐待や所在不明など、高齢者の人権や尊厳が脅かされるような問題も生

じています。
このような状況を踏まえて、平成18年４月には高齢者の権利擁護や虐待の早期

発見等を定めた「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法
律」が施行（平成27年５月最終改正）されました。
また、高齢者が、いわゆる振り込め詐欺等の特殊詐欺や悪質商法などによる消

費者被害などの被害者となる事件も、依然として後を絶たない状況が続いていま
す。

イ 基本的な方針
高齢社会を明るく活気に満ちたものとし、社会の発展に貢献してきた高齢者が、

その豊かな経験と知恵を生かして、老後の充実した人生を享受できるような生活
を保障することは重要です。高齢者が安心して生活することのできる社会の形成
は、全ての国民が安心して生活することができる、人権が尊重された社会の実現
にもつながります。
そこで、全ての人々が高齢者に対する尊敬と感謝の念を深め、その尊厳が保持

されるように、家庭・地域で果たす役割や、加齢に伴う認知症など高齢者の心身
の特徴等について理解と認識を深める教育を推進します。また、高齢者の尊厳を
支える介護の在り方についての理解を進めます。そのために、高齢社会や介護・
福祉等に関する研修や学習機会を提供するとともに、高齢者と他世代との交流を
進めるとともに、高齢者が自ら社会の一員として寄与する活動を一層促進します。

ウ 具体的な取組
① 学校園
○高齢社会や介護・福祉についての理解の促進

児童生徒の発達段階に応じて、社会科や公民科、家庭科等において、高齢
社会や介護・福祉等について理解を深める教育を推進します。

○高齢者に対する尊敬と感謝の念の醸成
地域における触れ合い活動や生活科等の教科、道徳、総合的な学習の時間

等において、幼児児童生徒が、高齢者から豊かな知識や技能、経験等を学ぶ
体験やボランティア活動を通して、高齢者に対する理解や尊敬、感謝の念を
深めることができる取組を進めます。

○認知症についての理解の促進
認知症に対する理解を深め、地域での見守り支援を広げていくため、学校

等での認知症サポーター養成講座の開催等を通じて正しい知識の普及を図り
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ます。
○教職員研修の充実

高齢社会についての教職員の理解と認識を深める研修の実施や、指導資料
の活用を図ります。

② 家庭・地域
○学習機会の提供

高齢社会や介護・福祉等について、理解を深める学習機会を提供します。
また、認知症に対する理解を深め、地域での見守り支援を広げていくため、

地域・職域等での認知症サポーター養成講座の開催やキャラバン・メイト
［※23］の養成などを通じて正しい知識の普及を図ります。

○高齢者の生きがいとなる機会や活躍の場の提供
高齢者がその豊かな知識や技能、経験を生かしながら社会参加して活躍し、

そのことが生きがいとなるような機会を提供します。

（４）障害のある人
ア 現状と課題

障害のある人の人権については、国では、「障害者の権利に関する条約」に平
成19年に署名し、「障害者基本法」の改正（平成23年）や「障害者虐待防止法」
の施行（平成24年）並びに「障害者総合支援法［※24］」の施行（平成25年）、及
び「障害者差別解消法」の制定（平成25年）を経て、平成26年１月に「障害者の
権利に関する条約」を批准しました。
こうした中、県では、「第３期岡山県障害者計画」（平成28年２月）や「第４

期岡山県障害福祉計画」（平成27年３月）を策定し、障害の特性やニーズに応じ
た障害福祉サービスの充実など、障害のある人の社会活動への参加や自立支援に
向けて、総合的、計画的に施策を推進しています。
また、様々な障害の特性を理解して、困っていることに対して、ちょっとした

支援や心くばりなどを実践することで、誰もが暮らしやすい地域社会の実現をめ
ざしていく「あいサポート運動」や、ユニバーサルデザインの普及啓発として、
ＮＰＯとの協働により学校などでワークショップを行う取組等を進めています。
その結果、ノーマライゼーションの理念［※25］が浸透してきており、障害の

ある人が、持てる力を最大限に発揮しながら積極的に社会に参加できるようにす
るべきであるという考え方が広まってきています。
しかしながら、家庭や地域において生活することや、持てる能力を発揮し積極

的に社会へ参加することへの要求や願望があっても、現実には様々な障壁のため
に、日々の生活や社会参加、雇用の場の確保、情報の収集など実現が困難なこと
があります。このことからも、バリアフリーやユニバーサルデザインの考え方に
ついて、理解を深める一層の取組が必要と言えます。
障害のある子どもに対しては、乳幼児期から学校卒業後にわたり、関係機関と
連携を図りながら計画的な教育や療育を行うこと、また、その保護者に対しては、
子育ての困難さを理解し、適切に支援することが必要です。

イ 基本的な方針
障害のある人にとって住みよい社会は、あらゆる人にとって住みよい社会であ
るという認識に立ち、障害のある人もない人も、社会の一員として互いに敬愛し
支え合い、共に生活していく社会の実現に向けて、教育の充実を図っていくこと
が必要です。
そこで、障害のある人とない人が相互に交流して、正しい理解と認識を深める

取組を進めていきます。また、「障害者差別解消法」に基づき、不当な差別的取
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扱の禁止や合理的配慮［※26］の提供等、障害者差別解消に向けた取組を推進し、
障害のある人が自らの能力を最大限に発揮できるよう支援していきます。
さらに、障害のある人が自らの生活を自らの意思で選択・決定し、築いていく

ことを尊重し、自立と社会参加の促進を図る教育を推進します｡

ウ 具体的な取組
① 学校園
○障害のある人についての理解の促進

ノーマライゼーションの理念に基づき、各教科、道徳、外国語活動、総合
的な学習の時間及び特別活動といった学校の教育活動全体を通じて、発達障
害を含め、障害や障害のある人に対する正しい理解を深める教育を推進しま
す。
また、交流及び共同学習を積極的に推進し、障害のある幼児児童生徒の自

立と社会参加を促進するとともに、小・中学校等の幼児児童生徒や地域の人
たちが、障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を深
めることができるよう取組を進めます。

○「心のバリアフリー」に関する教育の充実
障害の種類は様々で、外見ではわからない障害もあります。さらに障害の

程度による違いもあります。一人一人の障害は異なっており、いろいろな障
壁があることを体験や学習等を通して具体的に理解できるような指導方法を
工夫し、障害のある人に対する偏見や差別を解消する教育を推進します。
障害のある人や家族、支援者との交流や触れ合いを通して、共に理解し合

う機会を提供します。
○特別支援教育の充実

早期の適切な療育・育成相談のために、保健所や児童相談所とともに、特
別支援学校が、必要な助言・指導を行うなど地域の特別支援教育の中心的な
役割を果たすよう努めます。
そして、障害のある幼児児童生徒が在籍する全ての学校において、一人一

人の自立と社会参加を目指し、生きる力を育むことができるよう教育実践に
取り組むとともに、関係機関との連携に努め、相談体制の充実や支援体制の
構築を図ります。
その際、障害のある幼児児童生徒の教育的ニーズを的確に把握し、一人一

人に応じた個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成するなど、障害の重
複化、多様化に対応した指導の充実を図ります。
また、就労による社会自立を目指す生徒に対する支援を充実させるととも

に、就職した生徒の就労が継続するよう、関係者との連携・協力を進めます。
今後、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム［※27］構築

の理念に基づきながら、取組の充実を図ります。
○教職員研修の充実

障害のある人の特性や「障害者差別解消法」に基づく、不当な差別的取扱
の禁止や合理的配慮の提供等について理解の推進を図り、特別な教育的支援
が必要な幼児児童生徒に対する正しい理解と指導に関する知識を深めること
ができるよう、研修の充実を図ります。

② 家庭・地域
○ノーマライゼーションの理念の普及

障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合うことので
きる共生社会を形成していくため、ノーマライゼーションの理念の普及に取
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り組みます。
○ユニバーサルデザインの考え方の促進

ユニバーサルデザインの考え方に対する理解を深めるには、参加体験型の
学びが有効であるため、そのような学びの場と機会を提供します。

○特別支援教育についての理解の促進
特別支援教育についての理解を図るため、地域の学校園に在籍する幼児児

童生徒や保護者に対し、特別支援教育に関する教育相談や情報提供を行うと
ともに、就学前における障害のある幼児の教育相談を行います。

○交流の促進
障害のある幼児児童生徒等と地域の人たちとが、触れ合い、共に活動する

機会を積極的に設けるとともに、福祉施設等との連携を図ることにより、偏
見や差別の解消を目指した交流を進めます。

（５）同和問題
ア 現状と課題

同和問題は、憲法によって保障された基本的人権に関わる課題として、その解
決に向けて諸施策が展開されてきました。
昭和40年の「同和対策審議会答申」（以下「同対審答申」という。）において、

「同和問題の解決は国の責務であり、同時に国民的課題である」、また、「部落差
別が現存するかぎり同和行政は積極的に推進されなければならない」とされまし
た。この同対審答申を受けて、昭和44年に制定された「同和対策事業特別措置法」
をはじめ「地域改善対策特別措置法」「地域改善対策特定事業に係る国の財政上
の特別措置に関する法律」（以下、合わせて「特別法」という。）に基づき、33
年間にわたり、県では、国や市町村との密接な連携のもとに、同和問題の早期解
決のための諸施策を積極的に推進しました。
これらの施策の推進と人々の努力によって、生活環境の改善をはじめとする物

的な基盤整備は成果を上げ、様々な面で存在していた格差は大きく改善されると
ともに、同和問題についての理解と認識も進み、全般的に着実な進展を見ました。
このため、平成14年３月末に特別法に基づく同和対策が全て終了した後、県では、
同和問題の解決に向けた行政を一般対策で取り組んでいます。
このように、同和問題は解決に向かってはいますが、平成26年に実施した「人

権問題に関する県民意識調査」の結果にもあるように結婚問題などで差別意識が
みられたり、インターネット上での差別書き込みが発生したりするなど、差別意
識の解消が課題です。
また、同和問題の解決を阻害するえせ同和行為は、法務省が実施した調査結果

によると、被害は減少しているものの、依然として発生しています。
県では、同対審答申の趣旨や平成８年の「地域改善対策協議会意見具申」の考

え方のもと、同和問題を重要な人権問題の一つとしてとらえ、今後とも、国、市
町村、関係機関・団体等と連携して、差別意識の解消のための取組等を進めてい
きます。

イ 基本的な方針
人権意識の高揚を図り、部落差別を解消して差別のない社会の実現を目指すた

め、これまで積み上げられてきた教育の成果を踏まえ、学校の教育課程に同和問
題の解決に向けた教育を適切に位置付けるとともに、学校教育と社会教育の連携
を図りながら推進します。
同和問題についての理解と認識を深める教育の推進に当たっては、部落差別の

歴史に関する研究の成果を踏まえて取り組むとともに、他の人権問題との関連を
図ったり、ワークショップ等の参加体験型学習の手法を取り入れたりするなど、
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学習内容や方法の一層の創意工夫を図ります。
また、地域のニーズを的確に把握しながら、自立支援に向けた取組を進めます。
さらに、えせ同和行為の排除に積極的に取り組むとともに、インターネット上

の差別書き込みや差別文書等、極めて悪質な差別事象が後を絶たないことから、
差別などの人権侵害を許さない人権尊重社会の実現を目指して、人権意識を高め
ていきます。
これらの取組を、市町村や教育研究団体等と連携・協働して推進します。

ウ 具体的な取組
① 学校園
○同和問題についての理解と認識の深化と実践的態度の育成

児童生徒の発達段階に応じて、同和問題についての理解と認識を深めると
ともに、人権感覚を身に付けることにより、同和問題の解決に向けて、主体
的に取り組もうとする実践的態度を養う教育を推進します｡
取組に当たっては、児童生徒を取り巻く地域の実態を踏まえて具体的な目

標・計画を立て、教育活動全体を通じて行うとともに、暮らしと人権に関わ
る問題についても同和問題との関連を的確に把握します。また、就学前教育
との密接な関わりのもとに、小学校・中学校・高等学校等が連携を図りなが
ら推進できるように支援します。

○自立支援の取組
同和問題に関わり教育上配慮を必要とする幼児児童生徒一人一人の個性や

能力を伸長し、生活習慣の確立、学ぶ意欲の喚起等を図り、社会の各方面に
進出できるよう、自立支援の取組を進めます。

○就学前教育の充実
乳幼児期が豊かな人間性を育てる基盤となる重要な時期であるとの認識に

立って取り組み、集団の中で自主・自立の芽生えを養い、仲間と共に成長す
る民主的な人間形成の基礎を培うことができるよう就学前教育を推進しま
す｡

○教職員研修の充実
同和問題についての理解と認識を深め、指導力の向上を図るための研修を

充実します。
○学校園間の連携及び家庭・地域との連携

各学校園の教育課題を明らかにしながら、学校園間の連携や、保護者や地
域の人々との連携を図る取組を進めます。

② 家庭・地域
○学習内容や方法等の創意工夫

地域の実情や学習者の意識や実態を踏まえて、学習内容や方法等に創意工
夫を加え、取組の一層の充実を図ります。

○社会教育施設の活用の促進
人権の視点に立ち、社会教育施設の有効な活用を促進し、同和問題に関わ

り課題解決を必要とする人の自立を支援します。
○保護者の学習機会の充実

家庭は、子どもの人格や人権意識の形成等、子どもの成長に大きな影響を
与える重要な場であり、また、学校教育と社会教育との接点としての役割を
果たす場でもあります。したがって、同和問題についての正しい理解を深め
合えるよう、保護者の学習機会の充実を図ります。

○研修会等の支援
部落差別の不合理について理解を深め、差別意識の解消に主体的に取り組
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むことができるよう、国、市町村や関係機関等との連携を図るとともに、市
町村が実施する住民を対象とした研修会や講座に、多様な学習情報等を提供
します。

（６）外国人
ア 現状と課題

日本人が外国に出かけ、異なる文化に接する機会や、日本を離れて外国で暮ら
したり、外国の企業で働いたりする機会が増えています。
国内においても、人口減少や高齢化が急速に進行する一方、多くの人々を外国

から受け入れるようになっています。異なる文化や生活習慣を持つ外国の人々と
相互に理解し合いながら生活することが求められています。また、学校園におい
ても、多様な文化、生活習慣、学習経験を持つ子どもたちが学んでいます。
県内の在留外国人数は、平成27年12月末現在22,439人で、減少した時期もあり

ましたが、長期的には増加傾向にあります。かつては多数を占めていた中国・韓
国・朝鮮籍の人が減少する一方で、ベトナムの人が急増しています。また、資格
別では、永住者や技能実習生が増加し、定住化が進んでいます。それに伴い、日
常生活や雇用の場等において、日本人と在住外国人との間で言葉、文化、生活習
慣の相違等に起因する問題が生じています。また、在住外国人や帰化によって日
本国籍を取得した人に対する偏見や差別、蔑視が少なからず見られ、最近では、
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がヘイトスピーチ［※28］として
社会的関心を集めています。こうした言動は、人としての尊厳を傷つけます。ま
た、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、差別意識を生じさせ、増幅する
ことになりかねず許されるものではありません。
県では、これまで多文化共生社会づくりに向け、在住外国人支援のための各種

施策を推進してきました。
また、Ｇ７倉敷教育大臣会合の「倉敷宣言」においても、国際協働による、異

なる考え方や価値観に対する寛容な精神など、多文化共生社会の構築に向けた能
力の育成の重要性などが盛り込まれました。
異なる国籍・文化的背景を持つ人々が互いに多様性を認め合いながら、同じ地

域の一員として、共に尊敬し安心して暮らすことのできる多文化共生社会の実現
に向けた教育・啓発を一層進めていく必要があります。

イ 基本的な方針
真の国際化に対応した社会を築くためには、外国人に対する偏見や差別を解消

し、多様性を認め合い、互いを尊重する態度を養うなど、積極的交流を通じて、
国際化時代にふさわしい人権意識を育てることが大切です。そこで、人々が諸外
国の歴史や文化、生活習慣等の理解を深めたり、外国人と直接触れ合ったりする
国際理解教育を推進します。
また、我が国では、在日韓国・朝鮮籍の人々を取り巻く歴史的経緯や環境につ

いての認識が十分とは言えず、民族名を名乗りにくいなどの問題が存在していま
す。さらに、帰化によって日本国籍を取得した人等に対する差別もあります。こ
れらのことについて、様々な機会を通して理解の促進を図り、偏見や差別の解消
に努めます。
さらに、日本語教育の必要な在住外国人の幼児児童生徒等に対して、個々の状

況に応じた日本語指導や相談・支援の取組を進めます。

ウ 具体的な取組
① 学校園
○国際理解教育の充実
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各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動等、学校の教
育活動全体を通じて、世界の国々の歴史や文化、宗教、生活習慣、価値観等
を正しく理解する教育を充実し、広い視野を持ち異文化を尊重する態度や、
異なる習慣・文化を持った人々と共に生きていく態度を育成するための教育
を推進します｡

○教職員研修の実施
在住外国人との交流を取り入れた教職員研修を実施し、異文化に対する理

解を促進します。
○在住外国人の幼児児童生徒等への支援

日本語指導の必要な在住外国人の児童生徒が通学する公立小・中学校への
教員加配に努めるとともに、教育相談体制の充実を図ります。また、ボラン
ティアによる学習支援を推進します。

② 家庭・地域
○国際理解教育の推進

各種研修会や講座等において、外国人に対する偏見や差別を解消するため
の学習機会を設けるとともに、異文化理解を図るための情報提供をします。
また、在住外国人との交流活動が促進されるよう支援します。

（７）ハンセン病問題
ア 現状と課題

ハンセン病は、らい菌による感染症で、長期にわたり大量の菌と接触すること
によりはじめて感染が起こります。感染しても発病に至ることは稀です。現在で
は治療法が確立し、薬により確実に治る病気となっています。昭和６年の「らい
予防法」により患者を療養所へ隔離する政策がとられ、患者や回復者及びその家
族は厳しい偏見や差別を受けてきました。
県には、日本で最初の国立ハンセン病療養所である「長島愛生園」と「邑久光
明園」の二つの療養所があり、平成28年４月１日現在で、321人の方が生活して
います。また、かつては全国で唯一の入所者のための高等学校（県立邑久高等学
校新良田教室）もありました。昭和63年には長島と本土との間に邑久長島大橋が

に い ら だ

開通し、様々な交流が行われるようになりました。しかし、平成８年に「らい予
防法」が廃止され強制隔離が終わった後も、入所者の多くは長年にわたる隔離に
より家族や親族などとの関係が断絶し、自身の高齢化等もあり、病気が完治して
いても社会復帰は困難で、ほとんどの人が療養所で生涯を過ごさざるを得ない状
況にあります。
平成21年４月には、ハンセン病回復者の福祉の増進、名誉の回復等のための措

置等を規定する「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行され、これ
に基づき、平成23年３月、医療・福祉の充実や人権教育の推進を基本目標に掲げ
た「長島愛生園」「邑久光明園」の将来構想が策定されました。
今後も引き続き、交流活動等を通して、ハンセン病問題についての正しい理解

と認識を深める教育に取り組む必要があります。

イ 基本的な方針
ハンセン病問題について正しい理解と認識を深め、偏見や差別を解消し、こう

した過ちを二度と起こさないための教育の充実を図っていくことが必要です。
そのために、正しい情報の提供やハンセン病回復者との交流の促進に取り組み

ます。

ウ 具体的な取組
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① 学校園
○ハンセン病回復者の人権に関する教育の充実

ハンセン病問題に関する正しい理解と認識を深める教育を推進します。
○ハンセン病回復者との交流

療養所の訪問や交流等を通して、偏見や差別に立ち向かい、人権の回復に
取り組んできた当事者や家族等の心情への理解を深めることができる教育を
推進します。

○教職員研修の充実
教職員の理解と認識を深め、指導力の向上を図るための研修を充実します。

○資料の充実
児童生徒の発達段階に応じた資料を整備するとともに、その活用を図りま

す｡

② 家庭・地域
○理解の促進を図るための支援及び広報活動

ハンセン病問題に関する正しい理解と認識を深めるための研修を実施する
とともに、市町村が行う住民への研修機会を提供する取組を支援します。
また、学習に役立つ資料の整備や情報提供に努めます。

○交流活動の推進
ハンセン病回復者との交流を推進します。

（８）患者等
ア 現状と課題
【ＨＩＶ感染症・エイズ】

ＨＩＶ感染症は、ヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）による感染症で、進行して
免疫不全を引き起こした状態を後天性免疫不全症候群（エイズ）と呼んでいます。
エイズは、昭和56年にアメリカ合衆国で最初の症例が報告されて以来、その広

がりは世界的に深刻な状況にあります。我が国においても、昭和60年に最初の患
者が発見されて以来、性的接触による感染を中心に拡大しています。
ＨＩＶ感染症は、その感染経路が特定されている上、感染力もそれほど強いも

のではなく、正しい知識に基づいて日常生活を送る限り、いたずらに感染を恐れ
る必要はありません。また、近年の新しい治療薬の開発等により、ＨＩＶに感染
しても、発症を防いだり、症状を緩和させたりすることも可能になっています。
しかし、エイズ患者やＨＩＶ感染者に対しては、疾病についての正しい知識や

理解の不足から、依然として偏見や差別が存在しています。
ＨＩＶ感染症及びエイズについて誤解や偏見をなくすとともに感染を未然に防

ぐため、正しい理解を促進するための教育に取り組む必要があります。

【感染症・難病等】
結核や肝炎等の感染症、難病、公害・原爆被爆・原発事故被曝による疾病等に

ばく

対する偏見や差別をなくすため、それぞれの疾病についての正しい理解を促進す
るための教育に取り組む必要があります。

イ 基本的な方針
ＨＩＶ感染症や難病等の疾病について正しい理解と認識を深め、偏見や差別解

消のための教育の充実を図っていくことが必要です。そのために、正しい情報の
提供に努めます。

ウ 具体的な取組
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① 学校園
○患者等の人権に関する教育の充実

保健学習をはじめとする様々な教育活動の中で、ＨＩＶ感染症等の疾病に
ついての正しい理解と認識を深める教育を推進します。
各学校や地域の実態に応じて、系統的な性に関する指導計画の中にエイズ

教育を位置付け、各学校種間の連携に配慮し、児童生徒の発達段階に応じた
取組を行います。

○り患している児童生徒への支援
長期入院している児童生徒については、家族との連携を十分に取り、本人

及び家族の思いや希望を受け止めながら、院内学級を設置することなどによ
り、児童生徒の自己実現を図ることができるように支援します。
また、り患している幼児児童生徒やその家族等が差別的な扱いを受けるこ

とがないよう指導・啓発を行います。
○教職員研修の充実

教職員の理解と認識を深め、指導力の向上を図るための研修を充実します。
○資料の充実

児童生徒の発達段階に応じた資料を整備するとともに、その活用を図りま
す｡

② 家庭・地域
○理解の促進を図るための支援

疾病がもたらす偏見や差別の解消に向けて、疾病についての正しい理解と
認識を深める研修を実施するとともに、市町村が行う地域住民への研修機会
を提供する取組を支援します。
また、学習に役立つ資料の整備や情報提供に努めます。

（９）犯罪被害者等
ア 現状と課題

犯罪被害者やその家族・遺族（以下「犯罪被害者等」という。）が少しでも平
穏な生活を営むことができるよう、犯罪被害者等の尊厳や権利の保護を図るため
の諸方策が講じられています。
国は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とした「犯罪被害者等
基本法」に基づき、「第３次犯罪被害者等基本計画」を策定し施策を進めていま
す。
県では、「岡山県犯罪被害者等支援条例」や「第３次岡山県犯罪被害者等の支

援に関する取組指針」により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に
推進しています。
犯罪被害者等は、精神的、身体的、また財産上の直接的な被害だけでなく、被

害後の様々な状況の変化や周りの人の言動による傷つき等の二次的な被害を受け
るなど、様々な困難を抱えています。

イ 基本的な方針
犯罪被害者等に対しては、二次的な被害を含む人権侵害があることを理解し、

犯罪被害者等の置かれた状況や心情等について理解する教育・啓発に積極的に取
り組みます。

ウ 具体的な取組
① 学校園・家庭・地域
○理解を深める研修機会の設定
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研修会等において、犯罪被害者等に対する人権侵害を防止するための講話
を聞く機会を設けたり、犯罪被害者等の心情について理解を深めたりする取
組を推進します。

（10）刑を終えて出所した人等
ア 現状と課題

罪はその行為自体許されるものではなく、毅然とした対応が求められることは
き

当然のことです。しかし、刑を終えて出所した人や執行猶予の判決を受けた人に
対して、あるいは、当人のみならずその家族に対しても根強い偏見や差別があり
ます。また、本人に更生の意欲があるにもかかわらず、職業や居住等を選ぶ自由
さえ奪われ、時には親戚等からも支援が受けられないなど、社会復帰の機会から
排除され、生活に行き詰まる場合もあります。このように、立ち直りを目指す人
たちにとって、現実は厳しい状況にあります。
さらに、社会に復帰する努力を重ねても、前歴についてのうわさが流され、本

人の更生意欲がそがれたり、更生そのものが阻害されたりする場合も少なくあり
ません。
刑を終えて出所した人等が真に更生を果たし、社会の一員として円滑な生活を

営むためには、本人の強い更生意欲とともに、家族、親族、職場、地域など、周
囲の人々の理解と協力が不可欠となります。

イ 基本的な方針
プライバシーの保護に配慮した視点に立ち、刑を終えて出所した人等の自立が

阻まれることがないように、また、その家族の人権が侵害されることのないよう
に、刑を終えて出所した人等及びその家族に対する偏見や差別を解消するための
教育を推進します。

ウ 具体的な取組
① 学校園・家庭・地域
○理解を深める教育の推進

保護司等から話を聞くことなどにより、刑を終えて出所した人等及びその
家族の思いや願いを知り、理解を深め、偏見や差別を解消するための教育を
推進します。

（11）性的少数者
ア 現状と課題

ＬＧＢＴ［※29］や性分化疾患［※30］の人など、いわゆる性的マイノリティと
される人々がいます。こうした人々は、いまだ周囲の理解が十分でないことから、
偏見や差別に苦しんだり、日常生活を送る上で暮らしにくい状況に置かれること
があります。例えば性同一性障害のある人のように、思春期あるいはそれ以前に
自分の性別に違和感を自覚し始めながらも、学校での活動を含め日常の活動に悩
みを抱え、心身への負担が過大となることが懸念されます。
性的少数者の人権の尊重については、国において、平成13年の人権擁護推進審

議会の最終答申で、差別的取扱いに対する積極的な人権救済が取り上げられ、法
務省においても啓発活動等が行われています。
また、性同一性障害のある人については、平成16年に「性同一性障害者の性別

の取扱いの特例に関する法律」が施行され、性別の取扱いの変更について、審判
を受けることができるようになりました。
さらに、平成20年６月には、家庭裁判所による性別変更要件を緩和する同法の

一部改正法が施行されました。
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今後も、性のありようを理由に、偏見や差別等を受けている性的少数者の人権
問題に取り組む必要があります。

イ 基本的な方針
性的少数者が直面している問題を人権問題として捉える視点を持つことから始

め、誤解・偏見や差別意識をなくし、問題解決に向けて具体的に行動する力を育
成することが必要です。そのためには、性的少数者を正しく理解し、多様な性を
認める教育や、性的少数者が自分らしく生きるための支援を進めます。

ウ 具体的な取組
① 学校園
○発達段階に応じた性に関する取組の充実

児童生徒や地域の実態等に応じて、性的少数者についての理解を図るとと
もに、性的少数者に対する偏見や差別を解消する教育を推進するなど、性に
関する取組の充実を図ります。

○性的少数者への支援体制づくり
文部科学省から出された「児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹
底について」（平成22年4月）と「性同一性障害に係る児童生徒に対するき
め細かな対応の実施等について」（平成27年4月）に基づき、学級担任や管
理職をはじめとして、養護教諭、スクールカウンセラーなど教職員が協力し
て、保護者の意向にも配慮しつつ、児童生徒の実情を把握した上で相談に応
じるとともに、関係医療機関とも連携することができるよう、当事者の悩み
や苦痛に迅速・適切に対応し、児童生徒の心情に十分配慮した支援を行いま
す。あわせて、周りの児童生徒の不安や動揺・混乱を招くことのないよう、
偏見や差別を解消する教育を推進します。

② 学校園・家庭・地域
○研修機会の提供

性的少数者に対する偏見や差別をなくすために、性的少数者を取り巻く社
会的環境、差別や人権侵害等についての理解を図る研修機会を提供します。

（12）アイヌの人々
ア 現状と課題

アイヌの人々は、江戸時代の松前藩による支配や、明治政府の「北海道開拓」
の過程における同化政策により、政治的、文化的、社会的に多くの不利益な扱い
を受けてきました。
国においては、平成９年に「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する

知識の普及及び啓発に関する法律」が制定され、アイヌの人々の民族としての誇
りが尊重される社会の実現を図るための施策が行われています｡
また、平成19年に「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択されたこと
を受け、平成20年には国会において、「アイヌ民族を先住民族とすることを求め
る決議」が全会一致で決議されました。
現在、アイヌ文化の振興及びアイヌの伝統等に関する知識の普及・啓発を図る

ための施策が推進されていますが、結婚や就職等における差別等の問題は依然と
して存在しています。

イ 基本的な方針
アイヌの歴史や文化、現状等を正しく理解し、アイヌの人々に対する偏見や差

別を解消する教育を推進します。
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ウ 具体的な取組
① 学校園・家庭・地域
○正しい理解の促進

教科等を通して、アイヌの伝統的な文化や歴史について、正しい理解を図
ることができる教育を推進します。また、アイヌに関する学習機会や情報を
提供します。

○研修機会の提供
アイヌの人々に関する理解を深めるため、教職員等への研修の機会や情報

を提供します。

（13）日本に帰国した中国残留邦人とその家族
ア 現状と課題

昭和７年から20年までの間に、国策として中国東北地方（当時日本では「満州」
と呼んでいた。）へ開拓移民として多数の日本人が送り出されましたが、敗戦直
後の混乱状態の中で、残留孤児・残留婦人等が生まれました。
昭和47年の日中国交回復以来、中国残留邦人等の帰国受入れが行われています。

帰国がかなった人たちやその家族には、関係機関が連携を図りながら、福祉、教
育など様々な支援がなされていますが、生活習慣や言葉の違い等で多くの困難が
あります。

イ 基本的な方針
日本に帰国した中国残留邦人とその家族について、正しく理解する教育を行い

ます。

ウ 具体的な取組
① 学校園・家庭・地域
○正しい理解の促進

教科等を通して、歴史的な経緯や中国残留邦人等について、正しく理解す
る教育を推進します。

○研修機会の提供
中国残留邦人等に関する理解を深めるための教職員等への研修の機会や情

報を提供します。

（14）インターネットによる人権侵害
ア 現状と課題

インターネットの急速な普及は、利用者に大きな利便性をもたらす一方で、そ
の匿名性を悪用してインターネット上の掲示板等に基本的人権を侵害する書き込
みが増加するなど、差別を助長し重大な人権侵害を引き起こしています。
また、インターネットを介して大量の個人情報が流出するなどの事件が多発し

ており、プライバシーの保護に関する不安も高まっています。
さらに、子どもの間では、スマートフォン等でのＳＮＳ（ソーシャルネットワ

ーキングサービス）や無料通話アプリ、ブログ、動画共有サイトなどの利用に伴
い、インターネット上のいじめ、誹謗中傷、個人情報の流布等のトラブルや犯罪
の被害者や加害者になる危険性も高まっています。
県では、スマホ・ネット問題への総合対策により、情報モラル推進リーダー研

修講座を実施するなど、教職員の指導力向上を図り、児童生徒の情報モラル・情
報リテラシーの向上に努めています。また、子どもの主体的な活動によるルール
づくり等の取組を進めるため、平成26年度から、関係機関と連携して中学生や高
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校生が主体的に参加する機会を設け、スマートフォン等の正しい利用に関する協
議や取組を行っています。
家庭、地域においても、ＰＴＡ等と連携し、平成26年11月から、スマートフォ

ン等の使用を午後９時までに制限するなど、家庭でのルールづくりを全県的に行
っています。さらに、平成27年5月には、子どもが直面している問題等について
の学習リーフレットを作成し、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等を通
じて、全ての保護者等に配布し、その活用を呼びかけています。
平成21年4月に、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境

の整備等に関する法律」が施行され、県においては、平成23年10月に「岡山県青
少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例」が施行されました。
これらにより18歳未満の子どもが使用するスマートフォン等には、フィルタリン
グサービスの利用を条件として提供することが事業者に対して義務付けられまし
たが、保護者の申し出によりサービスを利用しないことも可能になっています。
そのため県では、携帯電話事業者等も参画した官民一体のチームを設置し、フィ
ルタリング奨励宣言店登録制度の導入など、フィルタリングの設定促進等の働き
かけを行っています。子どもにスマートフォン等を持たせる際には、保護者自身
がインターネット上の有害情報の実情やインターネット利用の際の危険性等につ
いて認識するとともに、子どもの利用状況を把握するなど、適切な対応が求めら
れています。

イ 基本的な方針
インターネット利用上のルールやマナー、危険性についての指導を充実すると
ともに、情報を正しく見極め、責任を持って情報を発信する態度の育成に努めま
す｡
また、問題の解決に向けては、警察等の関係機関とも緊密な連携を図りながら

取り組みます。

ウ 具体的な取組
① 学校園
○情報教育の推進

技術・家庭科や情報科、道徳、総合的な学習の時間等、様々な学習機会を
捉えて情報教育を推進します。
その際、県教育委員会作成のディジタルコンテンツやリーフレットを活用
して、インターネットの利用に際してのルールやマナーの指導を充実し、情
報を正しく見極めて活用する能力や、責任を持って情報を発信する態度の育
成等に取り組みます。

○教材・学習プログラムの活用
地域の実態や児童生徒の発達段階に応じて、プライバシーの保護に配慮し

ながら、情報モラルを身に付けるための教材や学習プログラムの活用を進め
ます。また、時代の変化に対応し、新たな問題にも対応できるよう、教材・
学習プログラムを見直していきます。
○教職員研修の充実

教職員の理解と認識を深め、指導力の向上を図るための研修を実施します。

② 家庭・地域
○環境づくり

インターネットによる人権侵害の解消に向けて、保護者に家庭でのインタ
ーネットの活用方法やルールについて助言できる「子ども安全安心ネットサ
ポーター」の養成を行うなど、啓発活動の促進を図ります。
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○学習機会の提供
「岡山県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例」
の趣旨を踏まえ、関係機関や企業等とも連携し、フィルタリングやインター
ネットの適切な利用について学習する機会を提供します。

（15）様々な人権をめぐる課題
・プライバシーの保護
ア 現状と課題

高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の流出や無断使用など、プライバ
シーの保護に関わる問題が身近なところで発生しています。
プライバシーの保護は、全ての人にとって、個人の私的な生活を他人の干渉

から守り、日常生活を平穏に過ごすために必要不可欠です。したがって、プラ
イバシーをめぐる問題は、基本的人権に関わる重要な問題であり、個人に関す
る情報は最大限に保護される必要があります。
平成14年、県が保有する個人情報について、その適切な取扱いと開示等につ

いて定めた「岡山県個人情報保護条例」が制定され、平成15年には「個人情報
の保護に関する法律」が制定されました。

イ 基本的な方針
プライバシーを保護することの重要性について理解を深めるための教育を進

めるとともに、個人情報の適切な管理に取り組みます。

ウ 具体的な取組
① 学校園
○プライバシーの保護に関する教育の推進

社会科等におけるプライバシーの保護に関する学習において、児童生徒
が、自己のプライバシーが守られる権利を知るとともに、他の人のプライ
バシーを侵害しないようにする態度を身に付ける教育を推進します。

○教職員研修の推進
個人情報の適切な取扱いやプライバシーの保護について理解と認識を深

める研修を行います。

② 家庭・地域
○学習機会の提供や情報提供

プライバシーの保護について、保護者等に対する学習機会や情報を提供
します。

・被災者
ア 現状と課題

東日本大震災では、地震、津波により広範囲で多数の死者、行方不明者が出
ました。加えて、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質が
漏れ出すといった事態が重なる複合災害となりました。特に、その周辺住民は、
大震災後も生命の安全が脅かされ、他の都道府県へ避難した人々もいます。５
年以上経過した今でも、岡山県には、1,000人を超える人々（平成28年7月現在）
が避難を余儀なくされています。そうした中で、県外へ転出した子どもが、避
難先においていじめを受けるという事態も報告されるなど、根拠のない思い込
みや偏見による差別も生じました。
また、平成28年４月に発生した熊本地震でも、多くの人命が失われました。

他にも、火山の噴火や大型台風、集中豪雨による風水害などによって命を落と
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したり、家屋を失い避難所での生活や住み慣れた土地を離れたりすることを余
儀なくされた人々もいます。
このような大規模な災害は、多くの人命を奪うとともに、人々の日常生活を

根底から破壊し、生存権を脅かします。被災者は避難所等において、公的な支
援に加え、被災者相互の助け合いやボランティア等の支援を受けながら、避難
生活を送ることになりますが、食生活の悪化や、医療機関を受診できないなど、
多くの困難に直面します。
避難所生活が長期化するにつれて、生活環境の変化による被災者の心身の機

能低下への配慮やプライバシーの確保、女性が様々な不安や悩み、ストレスを
抱えることへの配慮、被災者の多様なニーズへの対応が十分でないことなど、
被災後の生活にも大きな問題が生じています。特に、妊産婦、子ども、高齢者、
障害のある人等は深刻な問題が生じやすいと言われています。
さらに、災害時には、情報不足や誤った情報等により、被災者の人権が避難

先等で侵害されることもあります。特に、インターネット上の掲示板やＳＮＳ
では、悪質な流言により、被災地の人々の不安や特定の人々に対する差別意識
があおられたりすることがあります。
被災者に対しては、生活を再建していくための情報提供や具体的な支援が必

要です。その際、情報を正しく見極め、被災者の置かれた状況の変化に応じて、
適切に行動することが求められます。
被災地に入りボランティアを経験した人等が、被災者の思いを伝えるなどの

取組が必要です。

イ 基本的な方針
被災者をめぐる人権問題について、他の人権課題との関連を図りながら、正

しい理解と認識を深める教育を推進します。

ウ 具体的な取組
① 学校園
○正しい理解の促進と社会貢献への態度の育成

情報を正しく見極め、被災者の置かれた状況から、被災者をめぐる人権
問題について正しく理解するとともに、他の人の立場に立って気持ちを考
えたり理解したりできる教育を推進します。また、ボランティア活動等を
通して、地域社会の一員としての自覚を持ち、人と人とのきずなの大切さ
を意識し、困難を抱える人に対して、積極的に支援しようとする意欲や態
度を育む教育を充実します。さらに、自らの防災意識を高める取組を進め
ます。

② 家庭・地域
○学習機会の提供

被災者をめぐる人権問題について、保護者等に対する学習機会を提供し
ます｡

・ホームレス問題
ア 現状と課題

自立の意思がありながらホームレスになることを余儀なくされた人々は、食
事の確保や健康面での不安を抱えるなど、健康で文化的な生活を送ることがで
きない状況にあります。また、中には、地域社会とのあつれきが生じ、嫌がら
せや暴行の対象になり、命を奪われるといった事件も発生しています。
国は、平成14年に「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」を制定
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しました。翌年、この法律に基づく「ホームレスの自立の支援等に関する基本
方針」が定められ、平成25年には、新たな「ホームレスの自立の支援等に関す
る基本方針」が策定されました。
ホームレスが自らの意思で安定した生活を送ることができるようになるため

には、住居や就職等の支援と併せて、地域社会の理解と協力があることが不可
欠となります。

イ 基本的な方針
ホームレスに関する問題について理解を深め、偏見や差別を解消していく教育

を推進します。

ウ 具体的な取組
① 学校園・家庭・地域
○正しい理解の促進

ホームレスについて正しい理解を図る教育を推進できるよう､ホームレス
に関する学習機会や情報を提供します。

・北朝鮮当局による拉致問題等
ア 現状と課題

平成14年の日朝首脳会談において、北朝鮮は、初めて日本人の拉致を認め、謝
罪し、５名の拉致被害者が帰国しました。しかし、他の被害者については、いま
だ北朝鮮当局から納得のいく説明はありません［※31］。
平成23年４月には、「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局によ

る拉致問題等」を加えることが閣議決定されました。北朝鮮当局による拉致は人
権侵害であり、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国が望まれます。

イ 基本的な方針
北朝鮮当局による拉致問題について、理解を深めるための教育を行います。

ウ 具体的な取組
① 学校園
○正しい理解の促進

児童生徒の発達段階等に応じて、拉致問題に対する理解を深めるための教
育を推進します。

② 家庭・地域
○学習機会の提供や情報提供

北朝鮮当局による拉致問題について、保護者等に対する学習機会や情報を
提供します。

消費生活上の問題、人身取引、自殺問題、被疑者とその家族への偏見や差別、障害の
ある高齢者や障害のある子ども等複数の課題を抱える人などの人権課題や、今後新たに
発生する人権課題についても、全ての人々の人権を尊重し保障する視点に立って、それ
ぞれの問題の内容と実態に応じて適切に対応するよう努めます。
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［※16］「リベンジポルノ」とは、報復を目的として、私的に撮影された性的画像を公表や提供す

る行為をいいます。

［※17］「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」とは、一人一人が、やりがいや充実感

を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活等においても、子育て

期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できることをいいま

す。

［※18］「社会的・文化的に形成された性別（ジェンダー/ｇｅｎｄｅｒ）」とは、人間の生まれついて
の生物学的性別（セックス/ｓｅｘ）に対して、社会通念や慣習の中には、社会によってつくり
上げられた「男性像」「女性像」や、それらに基づく性別役割分担意識にみられる男性、女性

の別をいいます。

［※19］「キャリア発達」とは、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現

していく過程をいいます。

［※20］「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）」とは、平成６年の

カイロで開催された国際人口・開発会議で提唱された考え方で、安全な妊娠・出産、性感染

症の予防等を含む女性の生涯を通じた性と生殖に関する健康とその権利のことをいいます。

［※21]「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」

が、平成26年に改正されました。

［※22］「スマホ・ネット問題」には、スマートフォン等を長時間利用することによる依存症や、

いじめなどにつながるネット上の人権侵害、コミュニティサイトに起因する犯罪被害など、

スマホやインターネットをめぐる諸問題があります。

［※23］「キャラバン・メイト」とは、認知症を正しく理解し、地域や職場で認知症高齢者や家族

を温かく見守る「認知症サポーター」を養成する際、その講師役を務める者のことをいいま

す。

［※24］「障害者総合支援法」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律です。

［※25］「ノーマライゼーションの理念」とは、障害のある人もない人も、互いに支え合い、地域

で生き生きと明るく豊かに暮らせる社会を目指す考え方です。

［※26］「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を

享有し、又は行使することを確保するための、必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の

場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものを

いいます。

［※27］「インクルーシブ教育システム」とは、障害のある子どもとない子どもが共に学ぶ仕組み

のことをいいます。それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達

成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けることが最も本質的な視

点です。

［※28］「ヘイトスピーチ」については、３ページの［※１］を参照

［※29］「ＬＧＢＴ」とは、女性同性愛者(Lesbian)、男性同性愛者(Gay)、両性愛者(Bisexual)、性
同一性障害を含む体と心の性が一致しないで性別に違和を覚える人々(Transgender)の頭文字を
とった総称です。

［※30］「性分化疾患」とは、生物学的な性(体の性)が曖昧な状態である先天的な疾患のことをい

います。

［※31] 内閣官房拉致問題対策本部のホームページから


